
高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
要
綱

一

通
信
教
育
規
程
に
定
め
る
基
準
を
最
低
基
準
と
位
置
付
け
、
通
信
制
の
課
程
を
置
く
高
等
学
校
の
設
置
者
は
、
通
信
制
の

課
程
の
水
準
の
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

二

通
信
教
育
の
方
法
と
し
て
、
放
送
そ
の
他
の
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
指
導
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
（
第

二
条
関
係
）

三

通
信
制
の
課
程
に
係
る
収
容
定
員
は
、
原
則
と
し
て
、
二
百
四
十
人
以
上
と
す
る
こ
と
。
（
第
四
条
関
係
）

四

通
信
制
の
課
程
に
係
る
教
頭
及
び
教
諭
の
数
は
五
人
以
上
と
し
、
か
つ
、
教
育
上
支
障
が
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

教
員
等
は
、
他
の
学
校
の
教
員
等
と
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
五
条
関
係)

五

通
信
制
の
課
程
に
係
る
事
務
職
員
は
、
生
徒
数
に
応
じ
て
、
相
当
数
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
。
（
第
六
条

関
係
）

六

実
施
校
の
施
設
及
び
設
備
は
、
指
導
上
、
保
健
衛
生
上
、
安
全
上
及
び
管
理
上
適
切
な
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
関

係
）

七

独
立
校
の
校
舎
の
面
積
は
、
原
則
と
し
て
、
一
、
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）



八

実
施
校
の
校
舎
に
は
、
少
な
く
と
も
教
室
（
普
通
教
室
、
特
別
教
室
等
）
、
図
書
室
、
保
健
室
及
び
職
員
室
を
備
え
る
と

と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
専
門
教
育
を
施
す
た
め
の
施
設
を
備
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
九
条
関
係
）

九

実
施
校
に
は
、
学
科
の
種
類
、
生
徒
数
等
に
応
じ
、
指
導
上
、
保
健
衛
生
上
及
び
安
全
上
必
要
な
種
類
及
び
数
の
校
具
及

び
教
具
を
備
え
る
と
と
も
に
、
常
に
改
善
し
、
補
充
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
関
係
）

十

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
一
項
関
係
）

十
一

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


